
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

～

      

（

安 

～ 平成

（第三種

 全

成２７年

うしかい

種鉄道事

 報

年（２０

い田んぼアー

事業者

 告

１５年

ト会場より、引

  

者） 

 書

）度版

引退したＳＫＲ３

書 

版 ～ 

３０１号を望む

 

む 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご利用

 
本市の

本市は

原鐵道株

設の管理

平成２５

携を密に

今後も

するよう努

本報告

全の実態

ものです。

皆さまか

の皆さま

の鉄道事業に

は第三種鉄道

株式会社は第

理・保守を行

５年台風１８

し、列車運

引き続き輸

努めてまいり

告書は、鉄道

態についてま

。 
からの声を輸

      

ま及び市民

に対しまして

道事業者と

第二種鉄道

行っています

８号の被災復

行の正常化

輸送の安全に

ります。 
道事業法に基

まとめたもの

輸送の安全

     

民の皆さ

て、日頃のご

して鉄道施

道事業者とし

す。 
復旧から 1 年

化に努めてま

に関する法令

基づき、信楽

ので、利用者

全に役立てた

      

さまへ 

ご利用とご理

施設（信楽線

して列車の運

年半余りが

まいりました

令及び関連

楽高原鐵道

者の皆さまへ

たく、ご意見

 
 

      

理解・ご協力

線 14.7ｋｍ）を

運行業務を

が経過し、この

た。 
連する規程の

道の輸送の安

へ広くご理解

見等をいただ

   甲賀

力を賜り誠に

を保有してお

行い、市か

の間信楽高

の遵守と安全

安全確保の

解をいただく

だければ幸い

賀市長   中

にありがとうご

おります。ま

からの委託に

高原鐵道株式

全対策を計

のための取り

くために作成

いです。 

中 嶋 武 嗣

ございます。

また、信楽高

により鉄道施

式会社と連

計画的に実施

り組みや、安

成、公表する

嗣 

。 
高

施

施

安

る



１．安全基本方針 

信楽高原鐵道は過去に重大な事故を発生させております。 

このことを教訓に、安全輸送の一旦を担う第三種鉄道事業者として、職員一人ひとり

が「安心・安全」を最優先とした鉄道づくりと、安全確保に向けた取り組みを行います。 

また、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、鉄道

施設及び事業の実施に関わる職員を総合活用して、輸送の安全を確保するための管理の

方針その他事業活動に関する基本的な方針を定めています。 

 

（１）基本方針 

・職員一人ひとりが安全行動規範を基に、安全を最優先とする職場の意識高揚を図り  

ます。 

・常に安心安全を提供できる鉄道事業者として信楽高原鐵道㈱との連携を密にしなが 

ら、鉄道施設の安全対策並びに安全輸送をめざします。 

 

（２）安全行動規範 

・職員は、一致協力して輸送の安全確保に努めます。 

・輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するとともに、これを遵守し、 

厳正、忠実に職務を遂行します。 

・常に輸送の安全に関する状況を把握するように努めます。 

・職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のあるときは最も安全 

全と思われる取り扱いをします。 

・事故、事故のおそれのある事態、災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれ

のある事態が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処

置を行います。 

・安全に係る情報は洩れなく迅速かつ正確に関係箇所に伝え、情報の共有化と透明性

を確保します。 

・常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。 

   

 

 

 

 

 

 



２．安全管理体制 

安全管理組織を下図のとおり構築し、各責任者の責務を明確にするとともに、市長を

トップに安全統括管理者及び施設管理者の役割を明確化し、輸送の安全確保に関する

各々の業務を適切に遂行、管理しました。 

【別図】 「安全管理体制図」                                  

 

〈主な管理者の役割〉 

・市     長・・・輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 

・安全統括管理者・・・輸送の安全の確保に関する業務を統括する。 

・施 設 管 理 者・・・安全統括管理者の指揮の下、施設に関する事項を統括する。 



３．平成２７年度安全確保のための取り組み 

本市は鉄道施設や用地及び車両を保有する第三種鉄道事業者として、施設の整備更新

等の安全対策を行い、第二種鉄道事業者である信楽高原鐵道株式会社に線路設備及び車

両等の保守管理業務を委託し安全輸送に努めております。 

また、平成２５年９月の台風１８号豪雨の甚大な被害からの復旧後、今日まで１年半

が経過いたしましたが、無事故で鉄道運行を継続しております。 

 

（１）安全目標 

・本市が発注したまくら木交換工事等の施設整備工事を無事故で完了しました。 
・信楽高原鐵道との連携強化により、鉄道事業事故「ゼロ」を継続しました。 

 
（２）重点取り組み 

・老朽車両の更新やまくら木交換等による運行事故防止 
    車両の老朽化に伴う気動車１両の更新、木製まくら木のコンクリート化や同種交

換及び列無線の更新を実施しました。また、工事中は、現場への巡回を強化し、不

安全行動を排除し、関係者間の会議を充実させ、安全意識の高揚と情報共有を図る

ことにより、無事故で工事を完了しました。 
・安全管理体制の強化 

常に安心・安全を提供できる鉄道を作るため、甲賀市役所内は無論の事、信楽高

原鐵道㈱との連携を強化し、より強固な安全管理体制を構築しました。 

  
（３）安全対策の実施状況 

・設備の更新（地域公共交通確保維持改善事業） 

平成２７年度は、通常の維持管理・修繕工事に加え、下表の施設の新設、更新等

を実施し、安全確保に努めました。 

項  目 内容（施設の新設・更新にかかるもの） 

まくら木のコンクリート化 貴生川～紫香楽宮跡間 １３６本 

橋まくらぎ同種更換 
貴生川～紫香楽宮跡間 隼人川橋りょう ４８本 

紫香楽宮跡～雲井間  雲井川橋りょう ３５本 

車両の更新 

１両・・・ＳＫＲ４０１号（３０１号を更新） 

 

車両重要部検査 ＳＫＲ３１２号 

無線設備の更新 車両、基地局 計１４台 

踏切保安設備の改良 

（無警報対策） 
勅旨踏切 

合    計 ２０３,１６９千円 



・安全対策 

信楽線の施設を所有者である本市と施設の保守管理を委託する信楽高原鐵道株式

会社と協力して上記の安全対策を実施しました。 

項  目 内  容 

業務連絡調整会議の開催 

・第二種鉄道事業者である信楽高原鐵道㈱と毎月安全

対策について、鉄道施設の整備にかかわらず、輸送の

安全確保や利用促進など様々な問題点の共有化を図

り、輸送サービスの向上に努めました。 

教育訓練の実施 

・公共交通推進室職員に対し、年間計画に基づき毎月

１回安全教育を実施しました。また、工事受注者への

安全教育を実施し、無事故で工事を竣工いたしまし

た。そのほか、新規採用職員に対して「安全基本方

針」や「安全の取組み」の内容や過去の列車事故につ

いての研修を実施し、安全意識の構築をはかりまし

た。 

 
（新規採用職員研修の様子） 

鉄道事故対応訓練の実施 

・鉄道事故発生時における各機関との連携強化及び迅

速かつ的確な初動体制を確立するため、鉄道事故対応

訓練やＡＥＤ取扱研修を関係機関とともに実施しまし

た。 

 
(AED 操作研修)      (鉄道事故対応訓練の様子) 

各種交通安全運動の実施 

・春・秋の全国交通安全運動や踏切事故防止キャンペ

ーンを通じて安全な鉄道作りの啓発を行いました。 

 
(西園寺第二踏切での踏切事故防止啓発実施状況) 
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